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長野県都市計画審議会長 様 

 

長 野 県 知 事 

 

 

安曇野都市計画下水道の変更について 

 

 

このことについて、都市計画法第 21 条第２項の規定において準用する同法第 18 条第

１項の規定により、次のように審議会に付議します。 

 

 

 



 

 

安曇野都市計画下水道の変更 

 

 

（長野県決定） 

 

 

計 画 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長 野 県 

 



安曇野都市計画下水道の変更（長野県決定） 

 

豊科都市計画、穂高都市計画、三郷都市計画及び堀金都市計画犀川安曇野流域下水

道について、都市計画区域名の変更に伴い、安曇野都市計画犀川安曇野流域下水道へ

変更する。 

また、「２．排水区域」を次のように変更する。 

  

 

２．排水区域 

 

接 続 す る 下 水 道 備   考 

 

安曇野都市計画安曇野市公共下水道 

 

 

明科処理区を除く 

 

 

 

理 由 

 南安曇郡豊科町、南安曇郡穂高町、南安曇郡三郷村及び南安曇郡堀金村の合併によ

る都市計画区域名の変更に伴い、都市計画区域名及び接続する下水道の名称を変更す

る。 



新 旧 対 照 表 

１．下水道の名称  

新 

  犀川安曇野流域下水道（安曇野処理区） 

 

旧 

  犀川安曇野流域下水道（安曇野処理区） 

 

２．排水区域  

新 旧 

接 続 す る 下 水 道 備  考  接 続 す る 下 水 道 備  考  

安曇野都市計画安曇野市公共下水道 明科処理区を除く  

豊科都市計画安曇野市公共下水道 

穂高都市計画安曇野市公共下水道 

三郷都市計画安曇野市公共下水道 

堀金都市計画安曇野市公共下水道 

  

 

３．下水管渠 
  

 

新  旧 

内  訳 
位    置 

備 考  内  訳 
位    置 

備 考 
起  点 終  点 起  点 終  点 

豊科梓川幹線 安曇野市豊科田沢 安曇野市豊科   豊科梓川幹線 安曇野市豊科田沢 安曇野市豊科  

穂高第１幹線 安曇野市豊科田沢 安曇野市穂高有明   穂高第１幹線 安曇野市豊科田沢 安曇野市穂高有明  

放  流  渠 安曇野市豊科田沢 安曇野市豊科田沢   放  流  渠 安曇野市豊科田沢 安曇野市豊科田沢  

  

４．その他の施設  

新    旧    

内  訳 位    置 備  考  内  訳 位    置 備  考  

穂高中継ポンプ場 安曇野市豊科南穂高  

 

穂高中継ポンプ場 安曇野市豊科南穂高  

 

有明中継ポンプ場 安曇野市穂高有明  有明中継ポンプ場 安曇野市穂高有明  

安曇野終末処理場 安曇野市豊科田沢   安曇野終末処理場 安曇野市豊科田沢   
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